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T報告事項1

・第１６回議事録の確認

　問題点を以下の協議事項で討議

‾協竣事項］

・議事録について

・外形基準について

・専門医の続一にむ.jで

【議事録に･Jいて】

Ｕ矯：前［･１１６回の議事録についての問題があるのでｙ恥･は控えさせてもらい

ごい、

１〕議事録か大幅に書き成されていた，

　日順一抜けている部分の加筆は問題ないが、抜けていない部分の文章が書き

直されており、そうするとその蜀。に対する返答の整合伺かなくなり、不本邑

２）一部実名で掲載されているが、本人の確認をとっていないのは危険

３）趣後の所が結論と蓄かれていたりして、結論とはなっていなかったとほう

か、それが結論ご繋ぎ加えられたりするというこｙ

　協会当会の発ｊの記載が抜けている部分は加筆し、分かり,こくいとニろは、

加筆、修Ｅ及び削除1.だ，そもそも、口本矯正歯科学会の責任において提出さ

れた漣嘔録に女｣し口本矯正学会の先生が異議を唱えろというのはｒ続さＥおか

しいことではないか

結論：今後の議事録を11るときは、なるべく貿点をまとめたかたち[こする

　　　・だ、個人名は削除やることで合意

目矯・議事録の形式はそのときの発。のままを載せるか、要点だけをＡ４の紙

１枚徨度にボマフィズするかだが、最終的な議事録は公|鋳|されるので、オリジ

ナルそのままだとi1水路とし'ごわかりにくいこともあり、読み手にも議論の流



れか正確に伝わらない等の理由から、日矯の力でもう１度少マライズします。

１外形屁咽.こついｒ】

|友人前回「外形址準ｇ項日にりいてぱ認められている|ボ休だという前虎で、

一応今力段階で速むのはまずいかという|友人からの質問に吋して、日矯「に

「即答はできない｜とのことだったので「時ら帰-,て、次回までに返答をして

くれませんか，という問いかけをしましたか、外形双屡に閔しては、今は満た

しているという前提で今後話し合いを進めること？よいか？目端で険討されま

したか

日矯このなについては、理事会でこの懇談会の進捗状況について報告して、

理事会としての意見を取りまとめた結果、外形基準に関しては、やはりそれぞ

れの団体か満たしていることが明らかにならない限りは、この・を先に進める

ことは容認できない．というのがＵ矯の周平会としての結論です。

成人’この混を改めることができない」というのは、どっいうこごですか？

日鳩：最後に話し＆われた「矯「1-.歯科領域の４門医制度にかかわる第一考認定

機構について‾外形基準を満たしている前提で協議を行うこととする」とあ

りますか、この‾僑にしている前提で協議を行う」ことは容認できないという

ことです。こういう協議を進めるならば、やはり前提ではなくて、それを確認

して印ら検討するべきだというのか日矯学会の考え方です.，もう一点、この

第三者認定既構に関しての眩,諭は、この懇談会とは切り離した場で検討するぺ

ぎ．というのが日矯の考え万です。

成人懇談会と切り離しか場で、何を協議するのですか？

ロ矯’この懇談会は、矯正歯科４門医制度に関ずることを集まりて懇談してい

・すが、萌‾老認定機構だけ,こ軸足を置いて議論することは、そもそものこの

駒読会の趣旨からはずれるのではないかという考え方です，もし、今後、これ

に関して協議・検討を進めていくとすれば、この懇談会どは別の組織か協議申

ろぺさだごいうのが日矯の意見です。

成人別の組織とはどういう綴織で1｀か。

ロ矯どういう組織かは、Jt体的には理市会の中では話されませんでしたが、

少なくともこの懇談会の中で話すへきダ項ではないということです。

成人一別力紙敞を忿夕もしない状態で、・I｣の組織で話そう

で１か？
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日矯：この原案の（川．の2i了円に、「本影読会に参加する３団体とは別

に」という文讐がありますにもかかわらず、（２）．に「i、｜本懇談会に

参加する3Fif休から構成する」とあり、これは矛盾するどいうことです。3LI

休以外の人たちを除いて決めていくことは、飽のこころからクレ--ムが出ろ可

能性は｜分あるので、そこも踏まえてやるべきだということです。

成人，その考えはわかりますが、矯正の団体は日本に随分ありｊすので。どう

いう団体を加えるのかはすごく難しい問題です-

Ｕ矯・協会さんも、「第＝者認定機構か審査の認定をするｊという意味で発召

されている部分もありますし、あるいは｜百査のやり力自体を入所高所からス

ーパーバイズする」ということＣ発言されているようにうかがえるところもあ

ります、日矯の理事会から見ると、どういうことを木当に兆･戈ているのか、こ

の原案を見ただけでは、先ほどの「（０．と「（２）」の間の河鮒の矛盾と

か、は・きりノメージをりかめないごいうこともあります。

協会：「３団体が外形基準を満たしていることを確定しない限りしない，と３

うのなら、日矯さんも、当会が厚労省の医政局総務課に出した書類と同様のも

のを童謡出してください，｀」1会は提出したリストも全館提出します。

ロ矯：３団体か外形狐憑を満たしているかどうかを確認してからその先の話

を進めましＪうということです。

成人：この懇談会自体は９項目の外形基準を満たしたものということで集まり

ていろはずですか、そこをもう１回確認するとなると、第二者認定機構の括の

前の懇談会のところにｂう１回がるわけで１ね

協会：１りか以|-.は、日矯も提出した申請書類を11にてください。それが先で

十

成人申請書類は、協会はお持ちで才し、成人もあります．１然のことですか

日矯もありますね,，では、例えば次の回に、それをまず特ってくる。それに加

え、協会には日矯から提案さｎでいる、会員名簿とか、会計の報告、も過去何

年間分提出するというのはいかがですか？

協会：そういうことではなくて、31j体でや肖ていて、お・いに信用できるの

かできないのか、会al･帳簿を出せとか、そういうことを言い始めると問題が起

きますということです，
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||矯‘踏切に番抑さえるぺきところか押さえられていないの？はないかとい

うことで、その部分を確認しておかないと、理事会とかに説明ができないとい

うことでれ

協会：これは、以前も発言しましたが、ニのf゛同こついては、i｣矯の内部の間嘔

だと思います．内部の間迎はここに持ってくるべき71ではないのではないかと

｡1うのか私の認識です

口鳩内部の問屈とは、どういう玖珠ですか.，

協会それは、こニ:こ出席されている先生方が日矯の理恵会を説得すべき問題

ではないのかという話です．

ｎ矯‘ちょっとその論ほはこく理解できま世ん．

協会；そもそも、厚労省に申請書類を出した３団体ということで集まｎとｄわ

れて、話し合いが始まり、４年もたりて命.く逆偶していないという債けない状

態であることは間違いありません

日透；結局どうして私どもの会Ｒを説得できないかというと、それはやはり、

相互に視察し合いましたときに、あまりにも３団体の内容、やり方に差かおり

過ぎたこごか珂由です。

成人‘この会がスタートしたときは、外形基準を満たしているというつもりで

それぞれ申請を出しました，SI｣に、厚労省はそれを認めたわけではないですが

申請を出してきた三|州体でとりあえずは話し合っ'ごくださいということです、

要するに、みんなでとりあえずゲーゾル;こ若いて話し合ぅてくださいというこ

とで･jｵれ

協会・

です，

３団体で、Iやりません」という結論もあるとは９きり芦っているわけ

目端さんがその態度を変えない限り、|やりｊせん，としか言い様があ

りません

成人確かに成人矯正の場合、書類での辱凹医というのは多,ヽで十それは認

めます．ただ、ｎ矯さんの場合も最初の認定医のときは多分ほとんどの人が

書類で通っています．そして、その鮭類で通った認定医という資格で専門医を

申請したわけです。ですから、認定医自体については、書類冨査でやりていた

という経緯かおるわけですｴですから、書類での啄門ぼｂこれから５￥、１０

年たったときに、何らかのかたらで技術認定をするとすれば、ある意味では同

じことではないかと、Ｊいたいわけでi≒
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日矯今の中堅層のｇ見は｢年配の先生｢ｔ、最初の５年間、斉畑で認定医に幼I

って今度また、専門医でln』じニとやるんで申か｣となりま１．だから、専門

医をやる場合;こは、私たち｢ま、それはなしということにしました、これは、け

じめでもあります。

協会成人の話はそういうことではなくて、こ二から始めて成人さんにそう

いう入かいても、５年、１０年たったら、質はそろうでし.iうということです

協会・今の日矯の専門既になりている人で、認定医の試験を受にていなくてな

っている人か何人いるか、そういうことを政わないといけない。認定医をヘー

ハートでなっている人が更新してそのままなりたのか何人ですとか鍬告すれば

いいではないですか_

ｎ鳩・だから、専門医をやろときには、改めてそこの審査はＬていろわけです､，

協会：伺L･|も言い瓶すが、みんなそれぞれの考え方で、３団体でやっていま１､、

だから、レベルが少しずつjiうのほｉたり前ですだけど、それを統一するこ

めにどうするのかという話し合いをするはずだったの;こ、「あいつらンペル低

いからだめだ．と言ったら、それは先生方の努力が足り反塗ん．

日矯．差があったとしても、もう少し近づいてくれば、やり方はあると私は思

うんですが

協会だから現在は、話ができない程、レベルが低いと～うのでしょう。

【寺門医の統･にむけて１

協会ロ本専門医制評価・認定機構では「専門医というのは、スーノ≒｀’　ドクタ

ーじゃない．とはっきり賃っていまり、’マスコミは、ゴッドハンドと称して、

それこそ瘤門医だと思っているようですが．われわれの専門医の疋義はそうで

はない.，その領域において、標準的で女心で安全な治療ができる医師を専門医

と呼ぼうというのが基本的な考え方ですJそれを、どの程度にするかを話し

合って、実際に症例を見て、その機構を作って、そＪで蚕豆しましょうという

のが私どもの提案です、

具体的に審査の視察を行りて、お互いを詰めようとしましたｴそうしたら、先

生たちは、’差があるから、できない．とｊわれ、先へ進めなくなりました

口木犀門医削評価・認定機構の理事長はこうＪっています。「医師の意識を変

えることが、専門医制度の確立の齢となる．。私たち自身か変わらなければだ

めです。’専門医制度は、|刈から押し付けられろもので「tない，医師目らが自

立的に確立していくべきものだJと，私たちもそう思ってそれぞれのやり方で
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やっています，それを合わせ圭しｌうと

裁を合わ世てつのものにしましょうと

れを９く作’〕ましよう、

４年も話し合ってきたのだから、知

そうしたら、国が認め支すから、そ

医科では、「llt独の学会かやぅている啄門医訓度はやめましょ‰そして、専

門医機珊が中心になって統したものを作りましヒぅ」とかしを剔りまし7≒

だから私たちま、･.’刈£らぱらにやっていないで　つのものを1乍りにしょ

うＪとかじを切らなければだめです，それだけのことです。

　２ＱＱ７年に、厚労省が、‾三者で話し合え．とざい云した．それを否定す

ることから人っていれば、いくらたっても話は進み云せん．

　三団体それぞれが実際に制度を５年運営した経験を併せて良いものを作りま

しょう。それを、先生たらは、帰って説得してください。モれができなかった

らこんなごまかしの話の中で、「理今会に闘いてみます、私は決定権ないか

らｊ。そんなことをこれ以上繰り返されたら、私どもはそんなものは要りませ

ん．もうとっくに崩れてきていよす,，専門関拠医がどんどんS･しくなぅてい・

すどんどん認定医ができていきまｌ。私の入９も、回禄は認定医を取らせる

ことです。妁門医を作るという意識かおりません。それで、どうやりて私たち

専門開業医か生きていきますか。中途Ｔ端にできる認定1沢がどんどんできて、

ツリータ--がぞ人以ｈいると聞いていますそういうレベルです。どうすれぼ

いいでしｋうか.，

成人一日矯としては、最終的に―つのものに向かっていこうという基本的なス

タンスをお持ちなのかどうかです一つまり、Ｕ矯さんにいつもお聞きするのは、

最終的には、「日矯;こ入りてください．というご提I£で･i。いろいろニういう

ディスカッションをしても、最終的にはそこにいりてしまいます、

||璃’今の時点ではそぅです。

成人：現実には難しいわけです，どこかで譲り脅って、一つのものを作ってＱ

こぅというお考えをお持らなのかどうか，

目聡‘どこもみんな、妥協しないといけないと思,ヽます．だから、そのときに

妥協できろような雰囲気作り、腸昨りが必要だと唇いま士。それが今、’知な

たたちの力がないから、ロ聡のせいです考まない」とi’われても、ちＪっ

と・・・。

収入・俐]えぱ前にも少しおぶ,しした、それぞれの専門医が既に存在しているの

でどんなかたちでなりているにしても、それを否定するわけにはいきよせん

そうすろと、一番乃･Ｑ敗りＳいというか、嘔くできる方法としては、更新のと

き、あるいは斬たな制度を作９だときに、全部を括してブラインド方式で・
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査をすることが考えられます

協会；’）の審査委ｎ会ができないと、基準が統・されな・≒これを作らなけ

ればだめです，

成入：ブラインドカ式でやって客観的に合否を決めてしｔうと、そこでそろう

わけです。そういうかたちにしないと、入りロはみんな遼うわにですから．

協会：現在矯正の学会で、専門医があるのはこの三つです．そして、明日５ま

たムック本を出し反すね。現実にそこでは既に広告されています。もう｜専門

医ですとぱらまかれています。そうしたら、？いところ基準を統一したはう

がいいに決まっているではないですか．厚労省に申請すればそこが認められる

のだから、私たらだっｒ専門lyとして発言する場か増タるし、，ヽろいろなこと

かできる４能性か増えるの:こ、お互いがけなし合っていろだけで、すごく不毛

で情けない．||矯は、さきほど矛盾があると阿いましたか、ちＱとも矛盾はあ

りません，二ｰりの外に審査委Ｑ会、第’者機構を別にｎ９て、それぞれに委ほ

を出すので付から、何も矛盾はありません

日矯；それは、ほかの入から兄からす

協会、なぜですか。

ゞ

－ く||分勝手に見え云す、

ｎ矯・外に作ると言っておきながら、’お支えたらだけでやるんじやない乃ヽ．

ということです、

成人これは設ヽ17時の機構です．あくまで設立時にとりあえず冷か1乍るかと，ヽ

うことですから、ある意味では発起入会みたいなものですね。そして、そこで

新たなものを加ｉでいこうという意味合いです。

日咄；ほかの人にとりてみれぽ、なかなかそのようには受け取れま世ん。そこ

の部分をきちんと苔けぱいいです、

成人：その辺でもう少し詰めていけば、何か歩み寄りができると唇い・すが。

目端；第‾者認定機構の（２）」ですね。

設立時の機構は発起人会という性格のもので、３団体から漫出きれた委員がそ

のままずっと続くわりではないということですね-

協会・とにかく、二団体で一緒に審賓できるような機構を作らないと先には進

めないでjから、？はどうやればできるのか、私どもはアイデアを散々出しま



した．私はサインでき圭すし、成人もサインでき支ｊよね．だからその文章

を、日矯がサインできるかたちにしてきてください．それしかないと思います。

先生たちら一緒に巾った文章ですから、それは責任を持りてきらんとこなして

ください。この懇談会をやりている意味がありません

成人：議事録で‾ただ、ここで同数とするというのは、３団体が同じ人数で出

ているこの懇談会で決めていろから同数でいいと思います。その新し,ヽ機嘴の

申で、『それはおかしい.qというような話が出てきたら、それから能団体を入

れるとか、第｀者を入れるということを、次の段階で決めることだと思いま

す．外形基準についても、別に承認したわけでも阿でもありません,、ただ、

そういう申請か出てきたところで話し合いなさ,ヽということで棄ていま９から、

その内容をあまりつついても、実際は意味がありません。

協会、その前提がなかったら、ごの31~M体でする必斐は何もないで１．

成人ｌ第三名の認定機構ができた段階においては、ほかの矯正の団体から人っ

てくる可能性もおるわけですねここで、とりあえずスタートしましｌうとい

うことですねそういう理解でいかかですか。

協会：とにかく、‾団体で作り始める力’向で、ロ鳩さんか、’うん」と。わな

い限りは先に進まないわけだから、これ以トしょうかないですね。

成人・この懇談会は、もう１回はやらな:jれぱいけません。そこで最終的に第

三曹認定樋構ということに日矯さんから合意が得られれば、ゴーリインが出れ

ば、そちらに移朽していくという，

協会ロ鳩さんからの返事待ちでいいのではないですか。

成人：では、例えば日鳩としてはこういうかたちの文章ならば合意できるとか、

ｊにかく前提からだめだということなのか、その辺を含めて、ご提案,ヽただけ

ますか．私たらも、それをｌせてもらって、直す範囲で済むのか、あるいは全

くどうなのかということも阻だ・一一。

協会それで、集まる僅仙があれば集まるに集まる価値がなければ、待っし

かな,ヽでしょう。それか、うちと成人だけでやりますか．

成人できれば、塗っかく二者懇ということですし、目矯は大きい一番の団体

ですから、木１に一緒にやりていきたいわけです

協会資任ある団体でから，

８



日鳩‘いくつか確認さ世でもらいたいのですか．Ｕ哺側からの第二１認定機構

に･jいての回答は、次回懇談会の前に文書でお出し１るということですね

成人そうです

協会：それによりて、次回の懇談会を間くかどうか決めるごいうことです。

ロ矯それから、第゛肴認定機構の性格で-かが、遠い将来を見据えた団体では

たくて、とりあえず今の専門医制度をどうするかを扱うための団体、機隣とい

う解釈でよろしいですか，

協会まずは、３団体の技能評価を統一しなりれぱならないということで寸．

統一するためには、つの審査腹同でなければだめですだから、第二各認定

機構というのか、もしくは単なる合同審奔委Ｑ会というのか、名称も含めてで

すが、とにかく３団体が個々にやるのではなくて、‘っの祁賓委ｎ会、ii価を

できる機構を作るということです，

日鳩：それに関係してもう一点ですが、今は審査そのものを３団体かやってい

ますねそのやり方はそのま・で、この第三者認定随構は審査した結果を認定

ｊるだけの団体なのか、あるいは統一された審査基準をもって審査を一括して

請け負うべき団体なのか、どちらでしＪうか-

Ｕ矯‘それは、Ｒ矯からも意ｌを出せばいいのではないですか。それを双;こ、

協会さんと成人さんか受け人れられるかどうか，

日矯；具体的なノメージとして、今の段階でどちらというのはお持屯｣でしにう

協会：合同審査委鍼会。それは、うちか前に提案してあります，議事録にも蔽

ってい茉す。

成人‘最終的な認定はどうしますか。

協会：それは目地さんが以前、団附ごとのごつの専門医か出ろことは容認でき

ないと言われていまｊから、何らかの統した哩門医というかたちになるのが

ベストでしょ欠唇するに、厚労省は、矯IEでいろいろな団体がありては困る、

審査属準、印刻或準か統一していればいいとｊりています，とにかく、日本の

脇差の将豪にかかわる極めて敬要な問題です,，

目矯；厚労省の担当者が代わ-,たから１回粂ていただくというのは、もっとi，
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ごの話でｊか

協会匹ヽや、来てもらりてもいい力ではないですかそれでぶを聞いても、っ

て「それだったら大丈火というなら一酢いいですね。そうやりていい万向

に進めば、そのあとはＵ本歯科医師会、口水府科医学会にも参加してもらうと

いうことになりｉすね､、そこで７ンとンサスか得られれば、完全にスター･トで

きます。厚労省とその二つの団体が関りできれば、それが最もいいステップで

す．それがいつからでさるかです、

成人何とかブラヌの方向というか、将丈のぷい人たちのためにという征味含

いも込めＵ、ぜひいいかたちに紬胎を持っていりてもらえれ:ごと巴いますので、

よろしくお順いいたします．それでは、次回は保留というか、日矯さんのご返

事待ちです．それでは、どうも本Ｕはごくろうさまでした。またよろしくお瀬

｡ヽいたしま申．

次回は未定 担当は日本矯正歯科協会

以､1、この議事録がIﾄ確であることを証します

平成詐年２刀aglj

日本矯正歯科？会

日本矯IE歯科協会

口本成人鳩|}･学会

JO
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